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医療機器販売Ａ社の営業マンX（以下
「X」とする）が出張先のホテルの客室内
で倒れているところをホテル従業員に発見
され、救急搬送されたが病院で死亡が確認
された。死亡原因は「心臓性突然死」であっ
た。請求人である被災労働者Xの妻Y（以
下「Y」とする）は死亡したのは過重労働
が原因であるとして労災請求を行った。

本件の発生前、Ｘは広域ルート営業に従
事する労働者であった。出張が多く移動に
は社用車をもっぱら一人で運転していた。
営業用の資料を大量に携行する必要がある
ため社用車での移動を余儀なくされてい
た。また毎週月曜日は業務の報告と予定に
ついて情報共有するため営業会議へ出席す
る必要があった。
Xが発症した「心臓性突然死」は脳・心
臓疾患労災の認定基準と認められる。その
原因として、過重負荷のうち「異常な出来
事」「短期間の過重業務」は認められなかっ
たが、「長期間の過重業務」で労働時間は
発症前1カ月に100時間、２～６カ月平均
で月80時間を下回ってはいたが、出張が
多く事業場外における移動を伴う業務が労
働時間以外の負荷要因と認められ、業務上
の疾病とされた。
　
　
今回の業務上外の判断基準が労働時間数
だけではなく、労働時間以外の負荷要因を
加えて業務と発症との関係性が強いと評価
できることを明確化した。
本件の労働時間は、発症前1カ月の時間
外労働時間数は53時間 9分、発症前2カ
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月ないし6カ月における1カ月あたりの平
均時間外労働時間のうち、最大とされたの
は、発症前2カ月平均で73時間58分であっ
た。
労災認定基準である業務と発症との関連
性が強いとされる発症前1カ月間におおむ
ね100時間または発症前2カ月ないし6カ
月における1カ月あたりおおむね80時間
を下回っている。
従来ならば、労働時間だけで認定するこ
とが主であった。しかし、発症前１カ月な
いし6カ月にわたって1カ月あたりおおむ
ね45時間を超えて時間外労働が長くなる
ほど、業務と発症との関連性が徐々に強ま
ると評価できるとされることとなった。こ
のため、労働時間以外の負荷要因による身
体的、精神的負荷が特に過重と認められる
かどうかについて評価する必要があるよう
になった。
労働時間以外の負荷要因として新たに追
加されたものは以下のとおり。
「勤務時間の不規則性」として「休日の
無い連続勤務」「勤務間インターバルが短
い勤務」が挙げられた。
「事業場外における移動を伴う業務」で
は出張の多い業務に「その他事業場外にお
ける移動を伴う業務」が加わった。
その他「心理的負荷を伴う業務」、「身
体的負荷を伴う業務」が挙げられた。
本件について、発症前6カ月は、毎週月
曜日の事業場における営業会議に出席する
以外のほとんどの日について営業エリアへ
の出張（102日間、うち65日は宿泊が伴
うもの）であった。1日の平均移動距離も
約300㎞に及んでいることが認められ、
専門医も発症前6カ月間の時間外労働時間
数に加え、出張が多い業務態様が本件疾病
の発症に影響して可能性を示唆する意見を

行った。
以上を総合的に判断すると、被災労働者
Xは著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重
な業務に従事したものであり、業務におけ
る明らかな過重負荷を受けたことにより、
本件疾病を発症したものと認めた。した
がって業務上のものと認定された。
脳・心臓疾患の労災認定の基準は、平成
13年 12月に改正された「脳血管疾患及び
虚血性心疾患（負傷に起因するものを除く）
の認定基準」から約20年経過する中で、
働き方の多様化や職場環境の変化が生じて
いることから、最新の医学的知見を踏まえ
て、「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関
する専門検討会」で検証などを行い、令和
3年 7月 26日に報告書が取りまとめられ
たことにより改正が行われた。
事業主も脳・心臓労災認定の基準の変化
を理解し、働き方を変える必要がある。業
務内容のたな卸しを行い、業務の分担を考
慮する。また、人でなくともDX化により
システムで業務を行う仕組みを確立させて
一人当たりの労働時間を減らしながら業務
の効率化に取り組むことがこれからの市場
で生き残るポイントである。
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